
最高裁秘書第2303号

令和4年7月28日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長堀田 眞

司法行政文耆開示通知書

6月24日付け（同月28日受付、第04(）245号)で申出のありました司法

行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で6枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には、個人識別情報（当事者の氏名等） 、公にすることにより法人等

の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており、 これらの情報は、行政機関情報公開法第5条第1号、

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから、 これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話(）3 （4233） 524（） （直通）



日付： 令和4年6月29日

ページ： 1/6

終局区分

既済事件一覧表 集計期間 令和4年5j

番号 法廷主任裁判官主任鯛査官 事件番

令和4年5月 1日～ 令和4年5月31日

備考 上告受理 終局日 憲法少数号 上告人 披卜舎人
師
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日付：令和4年6月29日

ページ： ‐ 2/6既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日～ 令和4年5月31日

終局区分 憲法少数番号 法廷 主任裁判官主任鯛査官 事件番号

27第2小法廷三浦守 熊谷大輔令4年(オ)第341号

28第2小法廷草野耕一佐野文規令4年(オ)第346号

29第2小法廷菅野､博之松永智史 令4年(オ)第349号

熊谷大輔

佐野文規

27第2小法廷三浦守
28第2小法廷|草野薪二蓉一雪
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第2小法廷三浦守 神谷厚毅令4年(オ)第428号
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林道晴
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日付：令和4年6月29日

ページ： 3/6既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日～ 令和4年5月31日

備考 上告受理終局日
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終局区分
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鍛
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□
｜
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前田志織

能登嫌太郎

能登謙太郎

高橋祐喜

高橋祐喜

能登謙太郎

川崎直也

一藤哲志

佐野文規

一藤哲志

野中伸子

高橋祐喜
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．
３

４
４

〈
わ
《
わ
《
祠
一
〈
祠
〈
わ
く
わ

上告人 被上告人

怪
健
一
峰
］
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岡
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ｌ
ｌ
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．
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０
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０
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２
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２
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６
６
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．
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；
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司
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□
□
｜
□

□
｜
□

■
二
■

第1小法廷堺徹

第1小法廷|安浪亮介

廷

R4･5．19

R4．5．19

R4-5．19

R4．5．20

R4-5-20

R4･5．20

R4．5．20

R4．5．20

R4"5･20

R4．5．20

R4．5．20

R4･5．20

R4．5．20

R4．5．20

R4．5．20

R4．5．20

R4．5．20

R4．5．24

R4．5．24

１
２
６
６ 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

廷

法
法
小
小

１
１
第
第 山口厚

岡村和美

“
｜
“ 第2小法廷

岡村和美
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第2小法廷
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鮖
妬
・
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肥
一
的
沁
一
抑
泥
沼
刺
布
乃
刀
氾
ね

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

三浦守

岡村和美

第2小法廷

第2小法廷

岡村和美

草野耕一

第2小法廷

第2小法廷 決定(棄却）

決定(棄却）

堀内元城

前田志織三浦守第2小法廷

第2小法廷
一

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第3小法廷

第3小法廷

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

菅野博之 一藤哲志

菅野博之前田志織 鍔
樗
壜
碍
鍔
号

第
第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
７
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２
２
３
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啼
崎
埼

今
祠
呑
祠
］
今
祠
今
や
二
両
《
わ

三浦守 堀内元城

岡村和美 ｜中嶌諏訪

□ ■

□
□
｜
口
一
口

□

』

・
・
１
，
１
１
，
１
１
心
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ

□
□
ロ
ー
□
□

」
Ｉ

三浦守

草野耕一

林道晴

長嶺安政

轆
一
鏥
一
獅
一
祀

裕
露
一
甦
一
識 令4年(オ)第66号

国



日付:．令和4年6月29日
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既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日～ 令和4年5月31日

終局区分 ，憲法1少数備考 上告受理終局日番号 法廷 主任裁判官主任圏査官 事件番号

80第3小法廷|長嶺安政’一藤哲志令4年(オ)第141号80 1第3小法廷|長嶺安政

上告人 被上告人

R4.5･24 決定(棄却）

R4･5･24 決定(棄却）

佐久穂町佐久穂町 □
｜
□

□
｜
□

“
Ｕ
』
砂
’

戸倉三郎

渡邉恵理子

林道晴

林道暗

長嶺安政

戸倉三郎

渡邉惠理子

雑
一
議
轤
一
曙
一
噸
｜
順
一
蹄

81第3小法廷

82第3小法廷

裕

誌

一

燭

霊
一
睡
趣
一
窪

令4年(オ)第162号

決定(棄却）号
号
号
号
号
号
号

諏
Ｍ
布
一
鍋
鞘
巧

沼

巍
巍
識
蕊
評
評
露

和
調
わ
一
お
わ
わ

わ

電
軍
電
瑠
璃
電
電

４
４
４
４
４
４
４

〈洞

今
祠
１
《
祠

一
面
今
洞

』
、
！
《
わ

R4･5．24 □ 口
一
□
｜
ロ
ー
□
｜
ロ
ー
□

廷
廷
廷
廷
廷
廷

法
法
法
法
法
法

１
、
、
、
、
。
、

ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
〃

３
３
３
３
３
３

第
第
第
第
第
第

鯛
叫
一
踊
師
師
卵

決定(棄却）

決定(棄却）

４

４

４

４

４

２
２
２
２
２

■
■
■
■
■

５
５
５
５
５

口
■
■
■
■

４
４
４
４
４

Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ
Ｒ

□
一
口
一
□
｜
□
｜
□
｜
□

決定(棄却）

決定(棄却）
三

決定(棄却）

戸倉三郎 本條裕 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．5．24
□
□

□
□□■林道晴 熊谷大輔89第3小法廷 令4年(オ)第487号 R4．5．24

子

克
安
惠
晴
厚
亮
守
一
緋
準
一
準
一
棒

也
政
理
介

賀
嶺
邉
道
徹
徹
撤
口
浪
徹
浦
野
村
村
村

宇
長
渡
林
堺
堺
堺
山
安
堺
三
草
岡
岡
岡

嘩
嘩
ゞ
嘩
一
嘩
嘩
嘩
嘩
嘩
嘩
『
嘩
嘩
嘩
嘩
嘩
嘩

Ｉ
Ｊ
Ｊ
‘
ノ
ノ
Ｊ
Ｊ
ノ
ノ
Ｊ
Ｊ
ノ
ノ
Ｊ
Ｊ

》
》
》
上
》
噸
一
》
》
掴
一
》
》
嘩
峰
翠
詫
鐸

２
３
４

０
０
０

，
一
１
１

90第3小法廷

三浦守

草野耕
二

佐野文規

船所寛生

号
号
号
号
号

０
８
４
２
４

１
１
２
４
６

５
５
５
５
２

第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ

く
ｌ
く
く
く

年
年
年
年
年

４
４
４
４
４

《
わ
《
わ
《
わ
く
わ
《
祠

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．5P24 □ ■

R4．5･24

R4．5．24

R4．5．24

R4．5．25

R4．5．26

R4．5．26

R4．5･26

R4．5．26

□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
□

佐野文規

川崎直也

堀内元城 ’訴え取下げ □ □

中嶌飯訪 ｜令4年(オ)第113号 決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

□
｜
□

□
｜
□

□
｜
口
一
□
｜
□
｜
□

令4年(オ>第337号能登嫌太郎

号
号
号
鍔

４
６
６
０

３
４
８
４

５
５
５
１

第
第
第
第

』
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

く
く
く
く

年
年
年
年

４
４
４
３

〈
祠
・
今
石
今
わ
く
わ

辨

一

擁

噸

嬬
一
嘩
一
唾 R4．5･26 決定(棄却） ■I

－

中嶌諏訪

船所寛生

R4･5.27 1決定(棄却） □， ■

号
号
７
２
・

詑
餌
号

１
１
１

第
一
第
第

〕
ｊ
ｊ
オ
オ

》

》

｜

調

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．5．27

R4．5．27

R4．5．27

R4．5．27

元城

謙一

謙太郎

蹄
一
誹
一
潅

□
｜
□

令4年(オ)第13号

国

世田谷区

診並区



日付后令和4年6月29日
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終局区分

既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日～

番号 法廷 主任裁判官主任頂査官 、事件番号

令和4年5月31日

備考 上告受理 終局日上告人 被上告人 憲法少数

R4:5･27 1決定(棄却）
R4･5･27 1決定(棄却）決定(棄却）

第2小法廷草野耕一 ”

一

語

霊

癩

一

準

認
‘

搾
一
蕾

寛生

俊太郎

俊太郎

厚毅

裕

亮

厚毅

俊太郎

号
号
号
号
号

０

１

７

０

６

０
０
４
３
４

謂

霊
舞
舞
識

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ
オ

く
く
く
く
く

年
年
年
年
年

４
４
４
４
４

今
祠
今
祠
く
わ
今
祠
《
わ

|国’ 105
106

107

陰－－－

1I::
110

111

112

113

114

115

1．16

117

一一

118

ー-－－－－－

119

３４
１１

１－１

□
》
□

ロ
ー
□聿

琴

一藷

決定(棄却）

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

守
一
諜
一
潅

R4．5．27

R4．5．27

□
｜
口
一
□

口
一
□決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

－

蹄
一
幸
沁

零
一
霊
一
雪

潅
一
守

難
一
緋
一
睡

廷
廷
廷

法
法
法

小
ト
ト

ノ
ノ
ノ

２
２
２

第
第
第

R4．5．27

R4．5．27

R4･5．27

－

R4．5．27

R4･5．27

R4．5．27

R4．5．27

R4．5．27

R4．5．27

R4．．5．31

R4．5．31

■
二
■号

号
号

７
５
．
７

６
７
０

３
３
４

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

休
牙
け

年
年
年

４
４
４

《
祠
琴
市
今
や廷

廷
法
法
小
小
２
２

第
一
第 山本拓 号

号
号
号

４

７

６

７

５
７
８
９

４
４
４
４

第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ

オ
オ
オ
オ

Ｉ
く
Ｉ
く

年
年
年
年

４
」
４
４
４

〈
祠
・
今
祠
今
洞
今
祠

福智町

岡村和美 ｜川崎直也
岡村和美本條裕

決定(棄却）

決定(棄却）

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第2小法廷

第3小法廷

第3小法廷

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

草野耕一 ｜中嶌諏訪

鷹野旭菅野博之 令4年(オ)第504号 口

中嶌諏訪 ’渡邊惠理子 号
号
唱

６
７
７

１
１
３

４
４
１

第
第
第

〕
Ｊ
１

オ
オ
オ

く
く
く

年
年
年

３
３
．
３

〈
わ
《
わ
〈
わ

牛久市

渡邉'惠理子 中嶌諏訪 牛久市 □ □

長嶺安政

林道暗

野中伸子

吉野俊太郎

R4･5･31 決定(棄却）120第3小法廷 口
一
口
一
口
百

口
。
□
。

口
丘
「
‐

Ⅱ

1

ノ

号
奏
褐
鍔

２

１
．
．
９
９

９
１
１

２

第
第
第
第

１
ｊ
ｊ

ｊ

オ
オ
オ
オ

く
一
く
く

く

年
年
年
年

４
－
４
４
４

〈
而
容
而
今
洞
今
祠

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

第3小法廷林道晴． 吉野俊太

第3小法廷長嶺安政佐野文規

第3小法廷戸倉三郎松永智史

R4．5．31

R4．5．31

R4．5．31

121

122

， 123

124

．125

126

127

128

129

130
1

－ 131

第3小法廷｜宇賀克也
｜

第3小法廷林道暗

能登謙太郎

吉野俊太郎俊太郎

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却）

R4．．5．31

R4．5．31
且_|_ロー
ロ｣且
一口｣且｜
□□

□□

□□
i 』

呂唱一

口一口

令4年(オ)第298号

亮 令4年(オ)第334号

諏訪令4年(オ)第397号

俊太郎令4年(オ)第414号

裕． 令4年(オ)第434号

志織令4年(オ)第489号

直也令4年(オ)第492号
． ’ ’

渡邉恵理子

戸倉三郎

錘
誕
・
錘
一
塞
錘
誕

小
小
小
小
小
小

３
３
３
３
３
３

第
第
第
第
第
第

森田亮

中嶌諏訪

吉野俊太郎

R4．5･31

R4．5．31

R4．5．31

R4．5．31

R4．5．31

R4o5・31

決定(棄却）

決定(棄却）

決定(棄却)

決定(棄却）

決定(棄却）

戸倉三郎 ｜吉野俊太郎
戸倉三郎本條裕．

子理
郎
恵
三
邉
倉
渡
戸

国立大学法人九州大学前田

川崎
三
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上告受理終局日 終局区分

一而京罰一原蒸蔀丁一一

既済事件一覧表 集計期間 令和4年5月1日～ 令和4年5月31日

一
備考 憲法少数
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